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１．伊勢湾ＢＣＰについて
1-1．伊勢湾ＢＣＰの概要
1-2．協議会の活動
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1-1．伊勢湾ＢＣＰの概要
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四日市港
ＢＣＰ

・応急復旧
・緊急物資輸送
・通常貨物輸送

衣浦港
ＢＣＰ

・応急復旧
・緊急物資輸送
・通常貨物輸送

名古屋港
ＢＣＰ

・応急復旧
・緊急物資輸送
・通常貨物輸送

津松阪港
ＢＣＰ

・応急復旧
・緊急物資輸送
・通常貨物輸送

三河港
ＢＣＰ

・応急復旧
・緊急物資輸送
・通常貨物輸送

伊勢湾港湾機能継続計画
（伊勢湾BCP）

・伊勢湾の広域連携体制
の行動計画
・揚収物の仮置・保管
・輸送体制の確保

伊勢湾の港湾相互の広域的な連携に関する
基本方針

・代替機能の確保
・港湾物流機能に関わる関
係者間の情報共有と機能
回復情報の発信

尾鷲港
ＢＣＰ

・応急復旧
・緊急物資輸送
・通常貨物輸送

・航路啓開の実施体制・方法・関係機関の役割

緊急確保航路等
航路啓開計画

○南海トラフ地震等の大規模・広域災害に対して、伊勢湾内の広域連携※により緊急物資輸送や港湾
物流機能の早期回復を実現することを目的として、伊勢湾港湾機能継続計画（伊勢湾BCP）を策定
※応急復旧に向けた航路啓開の優先順位、資機材の調達、機能回復情報の発信など、港湾相互の広域的な連携を図るもの

伊勢湾ＢＣＰの目的
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○伊勢湾BCPの策定により発災後の早期港湾機能回復を目指す
○耐震強化岸壁をはじめ、使用可能な公共岸壁までの緊急確保航路の啓開及び港湾内の啓開を行

い、緊急物資輸送ルートを確保

ＢＣＰのイメージ

ＢＣＰによる効果イメージ 伊勢湾ＢＣＰ計画手順概要

広域連携体制の構築

大規模災害発生

被害状況調査（防災ヘリ、みなとカメラ等遠隔点検）

資機材の調達

津波警報・注意報解除

被害状況調査（現地点検）

優先順位の設定

航路啓開の実施（測量、障害物除去）

航路啓開後の利用水深の決定・公表

＜各港ＢＣＰ＞
・港湾区域の航路啓開
・港湾施設の応急復旧

各港への海上輸送ルートの確保

伊勢湾ＢＣＰに基づく対応
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名古屋港
管理組合

第四管区
海上保安本部 中部運輸局

中部地方整備局
港湾空港部

（総合調整役）

応急復旧活動の役割を担う

道路管理者
（国・自治体）

防衛省
陸上自衛隊
第10師団

東海商工会議
所連合会

（一社）中部
経済連合会

石油連盟
及び会員企業

愛知県
(三河港・衣浦港)

四日市港
管理組合

連携

連携 連携

連携

物資輸送活動の役割を担う

法務省
名古屋入国管理局

厚生労働省
名古屋検疫所

農林水産省
名古屋植物防疫所

伊勢湾三河湾
タグ協会

(一社)三重県
トラック協会

伊勢三河湾
水先区水先人会

東海内航海運
組合

東海港運協会

(一社)愛知県
トラック協会

日本貨物鉄道
(株)

名古屋臨海鉄道
(株)

名古屋臨海
高速鉄道(株)

（公社）伊勢湾海
難防止協会

全国内航タンカー
海運組合東海支部

中部沿海海運組合

東海北陸
旅客船協会

衣浦臨海鉄道
(株)

貿易手続き関連官庁

運輸・物流関連団体

農林水産省
動物検疫所

財務省
名古屋税関

名古屋海運協会

電力・都市
ガス事業者

防衛省
海上自衛隊
横須賀地方
総監部 三重県

（津松阪港・
尾鷲港）

(一社)日本海上起重
技術協会中部支部

(一社)海洋調査
協会

(一社)日本埋立浚渫
協会中部支部

（一財）港湾空港
総合技術センター

中部港湾空港建設
協会連合会

全国浚渫業協会
東海支部 (一社)日本潜水協会

(一社)港湾技術コン
サルタンツ協会

中部地方整備局
港湾空港部以外

広域連携体制

伊勢湾BCP作業部会構成機関
伊勢湾BCP協議会構成機関

○大規模災害が発生、または発生が見込まれる場合に設置
 ○港湾相互の広域的な連携を図るために必要な情報共有、優先順位の設定、港湾相互の連携等

の各種対応に向けた調整を行う

伊勢湾ＢＣＰ協議会における連携体制
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○中部地方整備局は、包括協定に基づき、災害協定団体に資機材の調達を依頼する

○協議会の構成機関は、速やかに被害状況等の情報収集を行う
 ○津波注意報・警報解除前について、監視カメラやヘリコプター等の手段により情報収集する

伊勢湾の広域連携体制の行動計画
◆被害状況調査

◆資機材の調達

発災

・災害協定団体は、半年に一度、所有する作業船等のリストと在
港状況を中部地方整備局に報告する。

通常時
事前対策

調達可能な
資機材の把握

・災害協定団体は、速やかに調達可能な資機材を把握し、中部
地方整備局に報告する。

調達要請
・中部地方整備局は、港湾管理者を含めた資機材の調達要請を
とりまとめ、災害協定団体に資機材の調達を依頼する。
・伊勢湾内で資機材が不足する場合は、国土交通省港湾局と災
害協定団体と協力し、他地域から資機材を調達する。

津波警報
（注意報）解除 ・優先順位の決定を受けて、中部地方整備局は、港湾管理者と

調整の上、災害協定団体の会員企業に航路啓開・施設応急
復旧の作業範囲を指示する。

出動要請

契約 ・中部地方整備局と港湾管理者は、各々が所管する水域及び港
湾施設を担当する会員企業と応急災害対策業務の契約を行う。

【資機材の調達の手順】

中部地方整備局の災害対策用
ヘリコプター（まんなか号）
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○優先的に確保すべき海上輸送ルートについては、被災地の状況、国や自治体等の要請、道路の
状況、緊急確保航路等・港湾施設の状況、作業船の確保状況、製油所・油槽所及び発電所・都市
ガス製造工場等を総合的に勘案し、広域連携体制において協議・調整して決定

優先順位の設定
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○平成25年の港湾法の改正に伴い、非常災害時における港湾機能の維持に資するよう、船舶の
待避場所として開発・保全できる航路及び国土交通大臣が障害物の除去を行うことにより啓開で
きる航路を定める制度が創設

○平成26年東京湾、伊勢湾、大阪湾に緊急確保航路を指定
 ○平成28年に瀬戸内海についても追加指定

緊急確保航路について
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中山水道航路
（開発保全航路）

○伊勢湾においては津波流出物が狭隘な湾内の一般海域に滞留することで湾内各港への入出
港が困難となり、港湾区域外においても航路啓開が必要となる可能性が高い

 ○このため、非常災害時に緊急物資を輸送する船舶の通航ルートを「緊急確保航路」として政令
指定し、国が迅速に障害物の除去を行う

伊勢湾における緊急確保航路
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10km

三河港

津松阪港

名古屋港

四日市港

衣浦港

緊急確保航路

開発保全航路
※海交法上の航路（伊良湖水道航路）を含む

耐震強化岸壁への物資輸送ルート

公共耐震強化岸壁（整備済・整備中）

製油所・油槽所（緊急輸送路に接続）

発電所等

都市ガス製造工場等

＜中部版くしの歯作戦ルート＞
高速道路等の広域支援ルート
沿岸部（被災地）アクセスルート
沿岸沿いルート

○耐震強化岸壁をはじめ、使用可能な
公共岸壁までの緊急確保航路の啓開
及び港湾内の啓開を行い、緊急物資輸
送ルートを確保する

緊急物資輸送ルート確保の手順

6

緊急確保航路等航路啓開計画（中部地方整備局）

緊急物資輸送ルートの拡充

各港港湾ＢＣＰ

浮遊物除去・深浅測量（事前）

優先順位の設定

障害物の除去

○防災ヘリ、陸上からの目視調査、観測情報等の収集

○浮遊物を除去
○作業許可申請等の書類の簡略化、及び弾力的かつ
臨機応変な手続き

○音響測深機等を用いた深浅測量

○港湾及び航路等の被災状況、道路啓開状況、作業
船の確保、自衛隊やエネルギー関連組織等からの要請

○応急公用負担権限行使の判断
○海上浮遊物の回収及び海底障害物の除去作業

深浅測量（事後）
○海底障害物除去後、音響測深機等を用いた深浅測
量により水深確認

航路啓開後の利用水深の決定・公表
○水深確認後に利用水深及びその範囲を決定・公表

湾内各港への最小限の海上輸送ルートの確保

啓
開
作
業

資機材の調達

津波警報・注意報解除
○中部地方整備局は港湾管理者と調整し、災害協定団体に支援を要請

背
後
の
道
路
啓
開
作
業
【
く
し
の
歯
作
戦
】

港
湾
施
設
の
応
急
処
置

港
湾
区
域
内
の
航
路
の
啓
開
作
業

携帯電話 概ね回復

被害状況調査
○現地での確認・点検

大規模災害発生

被害状況調査

広域連携体制の構築
○広域連携体制を設置し、連絡を確保、災害協定団体との連携体制を構築

広
域
連
携
体
制
の
行
動
計
画
（
初
動
）

電気、固定電話 概ね回復

水道 1ヶ月後 概ね回復 10
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○大規模時災害時に緊急確保航路・開発保全航路の啓開を迅速に実施するため、広域連携によ
る航路啓開の具体的な実施体制や手順を定めた

緊急確保航路等航路啓開計画

出光興産㈱
愛知事業所北浜地区名古屋港

四日市港

衣浦港

コスモ石油㈱
四日市製油所

昭和四日市石油㈱
四日市製油所

出光興産㈱
愛知事業所南浜地区

ENEOS㈱
名古屋第２油槽所

㈱JERA
四日市LNGセンター

㈱JERA
川越火力発電所（LNG）

㈱JERA
碧南火力発電所（石炭）

東邦ガス㈱・㈱JERA
知多LNG共同基地

㈱JERA
知多火力発電所（LNG）

㈱JERA
知多第二火力発電所（LNG）

東邦ガス㈱
四日市工場

東邦ガス㈱
知多緑浜工場製油所・油槽所

発電所等
都市ガス製造工場等

暫定水深、暫定航路幅の考え方

◆航路啓開範囲（緊急物資） ◆航路啓開範囲（石油・石炭・LNG）

 緊急物資輸送船航行に必要な暫定航路範囲 

暫定水深 

航路水深 

 

暫定 

水深 9.0ｍ 海上自衛艦 

「とわだ型」 
暫定 

航路幅 200m（１Ｌ） 海上自衛艦 

「ひゅうが型」 
 

緊急確保航路等における暫定水深と暫定航路幅
は、緊急物資輸送を担うことが想定される船舶を
参考に以下のとおりとする

浮遊物の囲い込み 浮遊物・障害物除去作業

◆航路啓開の実施
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関係者間の情報共有

○使用可能施設、暫定供用、船舶の交通制限等の海上交通情報を掲載した利用者への情報共有
ポータルサイトを中部地方整備局ＨＰ内に開設

名古屋港（一部供用）
（＊月＊日＊時現在）

三河港（一部供用）
（＊月＊日＊時現在）

中部地方整備局港湾空港部ホームページトップ画面

中部地域港湾BCPポータルサイト画面
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伊勢湾ＢＣＰの継続的改善

○定期的な教育・訓練の実施により関係者の連携体制を確認し、伊勢湾BCPの実効性向上と関係
者の意識向上を図る

 ○伊勢湾BCP協議会は、伊勢湾BCPを継続的改善(PDCA)により有効で実効性の高い計画に改善

○図上訓練
・情報伝達訓練、対策本部設置、優先順位の設定等の訓練が考えられる。

出典：道央圏港湾における大規模地震・津波を想定した図上訓練（H26.2北海道開発局）

Plan(計画) Do(実行)

Check(評価)Act(改善)

・伊勢湾BCP策定
・緊急確保航路等
 航路啓開計画策定

・実動訓練、机上訓練
・必要な協定の締結
・連携確認（意見交換等）

・問題点、課題の抽出・整理・対策の改善
・伊勢湾BCPの見直し
・緊急確保航路等の航路啓開計画の見直し

出典（左下）：関東地方整備局
出典（左上・右上下）：南海トラフ巨大地震対策中部ブロック協議会広域連携訓練（H26.8）

○実働訓練
・被害調査、航路啓開、緊急物資輸送等の実働訓練が考えられる。

航路啓開（漂流物回収） 岸壁緊急点検

オイルフェンスによる
漂流物の囲い込み

緊急物資輸送

図上訓練実施状況１ 図上訓練実施状況２

伊勢湾BCPの継続的改善のイメージ
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伊勢湾ＢＣＰ全体構成

伊勢湾港湾機能継続計画（伊勢湾ＢＣＰ）

緊急確保航路等航路啓開計画

手順書（案）

アクションカード

・広域連携体制の構築と行動計画、関係者間の情報共有について、基本的な考え方
と関係者の役割を定めたもの

・広域連携による緊急確保航路等の航路啓開作業を具体的に定めたもの

・発災から航路啓開作業までの活動
の具体的な手順と協議会構成機
関の役割を整理したもの ・手順書に対応すべき事項を

組織毎に簡潔にまとめたもの

・担当者以外でも、実施内容が
わかるもの

H2７年度策定

H30年度策定

R3年度～検討

計画策定年次

伊勢湾BCP

航路啓開計画

手順書（案）

アクションカード

伊勢湾ＢＣＰにおける全体構成
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1-2．協議会の活動
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○伊勢湾BCPの策定後、BCPの実効性向上を図るため、毎年協議会及び作業部会を開催し、教
育・訓練や、そこで抽出された課題の検討を実施してBCP等を改定

◆活動の概要

伊勢湾BCP協議会 作業部会

構成員 関係機関の代表者 関係機関の実務者

実施事項
活動計画及び活動結果の審議
伊勢湾ＢＣＰ、航路啓開計画等の改定の審議

協議会が承認した活動計画に基づき、教育・訓練
や課題の検討など実務を実施

開催頻度 年１回 年３回程度

年度 活動内容

H26 ・「伊勢湾の港湾相互の広域的な連携に関する基本方針」の策定

H27
・伊勢湾BCP、緊急確保航路等航路啓開計画の策定
・伊勢湾BCP協議会の設置

H28
・協議会、作業部会（訓練を含む）の開催
・BCP等の改定（広域連携体制の行動計画など）

H29
・協議会、作業部会（訓練を含む）の開催
・BCPの改定（優先順位の設定、尾鷲港の追加など）
・手順書（案）の検討（連携体制の構築、資機材の調達、優先順位の検討）

H30

・協議会、作業部会（訓練を含む）の開催
・BCP等の改定（航路啓開の手順など）
・手順書（案）の策定（発災から航路啓開作業までの一連の手順）
・講演「港湾物流事業継続マネジメントのための手順書－内容と意義－」京都大学客員教授 小野憲司

◆活動の経緯

協議会の活動



1717

年度 活動内容

H30

・協議会、作業部会（訓練を含む）の開催
・BCP等の改定（航路啓開の手順など）
・手順書（案）の策定（発災から航路啓開作業までの一連の手順）
・講演「港湾物流事業継続マネジメントのための手順書－内容と意義－」京都大学客員教授

R1

・協議会、作業部会（訓練を含む）の開催
・課題の検討（緊急確保航路の啓開範囲、緊急時の情報伝達、揚収物の仮置場、被災時の作業能力）
・BCP、手順書（案）等の改定（航路啓開の実施体制など）
・講演「最近の高潮・高波災害とその防災・減災」名古屋大学教授

R2

・協議会、作業部会（訓練を含む）の開催
・課題の検討（大型台風への対応、緊急時の情報伝達方法、啓開状況等の情報発信）
・BCP、手順書（案）等の改定（大型台風への対応の追加など）
・講演「東日本大震災における東北地方整備局の対応」日本港湾空港建設協会連合会専務
・第四管区海上保安本部等からの情報提供

R3

・協議会、作業部会（訓練を含む）の開催
・課題の検討（各港BCPとの連携、燃料油の確保、情報共有方法）
・BCP、手順書（案）等の改定（作業許可申請など）
・講演「東日本大震災の経験を踏まえて」日本大学客員教授
・国土交通省港湾局からの情報提供

R4

・協議会、作業部会（訓練を含む）の開催
・課題の検討（アクションカード・浮遊物情報図の作成、揚収物仮置き場の選定方法、中期訓練計画など）
・BCP、手順書（案）等の改定（発災直後の情報提供者の明示など）
・国土交通省港湾局等からの情報提供

R5

・協議会、作業部会（訓練を含む）の開催
・課題の検討（アクションカードの作成・改定、防災情報サブシステム・浮遊物情報図の活用方法など）
・BCP、手順書（案）等の改定（関係者間の情報伝達・共有方法、推進課題の更新など）
・講演「東日本大震災での航路啓開等港湾BCPの記録」日本埋立浚渫協会東北支部長
・国土交通省港湾局からの情報提供

協議会の活動
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２．令和５年度の実施結果
2-1．令和５年度の実施概要
2-2．教育・訓練の実施結果
2-3．各種課題への対応
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2-1．令和５年度の実施概要



2020

令和５年度の実施概要
◆活動スケジュール

令和５年７月５日

第８回協議会

・伊勢湾ＢＣＰ協議会の活動報告（前年度の結果、今年度の計画）

 ・講演「東日本大震災での航路啓開等港湾ＢＣＰの記録」

(一社)日本埋立浚渫協会 東北支部長

 ・国土交通省港湾局からの情報提供

令和５年８月９日

第20回作業部会

令和６年１月29日

第22回作業部会

・今年度の活動内容（教育・訓練、検討課題）

 ・訓練の進め方

・訓練結果等を踏まえた伊勢湾BCP、手順書（案）等の改定
 ・課題の検討結果の報告

・今後の活動内容

令和５年10月25日

第21回作業部会

・防災情報サブシステム※、浮遊物情報図、アクションカード等を活用
した訓練

 ・訓練テーマ：①広域連携体制の構築、②被害状況調査

令和５年10月４日
事前説明会

※昨年度、伊勢湾BCP協議会において、情報伝達・共有のツールとして使用してきた「防災情
報プラットフォーム」は、令和6年4月にCyber portに集約され「防災情報サブシステム（全国
版）」に統合された。本資料では、以後、新システムの名称「防災情報サブシステム」を使用する。
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実施項目

教
育
・
訓
練

①「広域連携体制の構築」訓練

・アクションカード、防災情報サブシステムを使用した初動対応を実施

②「被害状況調査」訓練

・アクションカード、防災情報サブシステム、浮遊物情報図を使用した被害状況を把握

課
題
検
討

①アクションカードの作成・改定
・「広域連携体制の構築」を改定、「被害状況調査」を作成し、訓練で試行

②防災情報サブシステムの活用方法の検討
・効率的に情報共有を行うための活用方法を検討し、訓練で試行

③浮遊物情報図の利用方法の検討
・被害情報の共有時における図の利用方法を検討し、訓練で試行

④航路啓開作業体制に係わる課題の整理
・災害協定団体へのヒアリングにより各港の会員企業の配置状況、保有資機材、災害協定
の締結状況を確認

・航路啓開作業を行う上での課題を整理

⑤伊勢湾ＢＣＰの推進課題の整理
・推進課題の進捗状況を確認し、今後検討すべき課題を整理

令和５年度の実施概要
◆活動内容
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2-2．教育・訓練の実施結果
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・伊勢湾BCP、手順書(案)等の検証による改善点の抽出及び計画等への反映 
・各種ツール※の活用場面・活用方法の最適化 ※アクションカード、防災情報サブシステム、浮遊情報図

・協議会構成員の柔軟な対応力、スキルの向上

◆教育・訓練の目的

訓練項目 訓練目標 訓練方法 対象手順

広域連携体
制の構築

・「広域連携体制の構築」の手順の習熟
・各種ツールの使い方、有効性の理解

・各種ツールを使用して初動対応を実施
・ツール活用に関して意見交換を実施

・A3広域連携体制
の立上げ

被害状況調
査

・「被害状況調査」の手順の習熟
・各種ツールの使い方、有効性の理解

・各種ツールを使用した被害状況を把握
・ツール活用に関して意見交換を実施

・B4被害状況調査
・B5被害状況のと
りまとめ

◆教育・訓練の主な内容

教育・訓練の概要

※訓練評価者の設定
・訓練参加者の他に各機関、可能な範囲で評価者を設定して、訓練の実施状況を評価
・各機関が実施すべき手順毎に実施の有無などを、訓練実施中に所定の様式に記載
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◆訓練項目に関連する手順

②被害状況調査

緊急確保航路等航路啓開計画
（中部地方整備局）

緊急物資輸送ルートの拡充

各港港湾ＢＣＰ

Ｅ．航路啓開作業
・災害協定団体への支援要請
・航路啓開方針の設定
・災害協定団体への出動要請
・作業許可申請・届出
・航路啓開作業
・航路の暫定供用開始の決定・広報

Ｄ．優先順位の設定

湾内各港への最小限の海上輸送ルートの確保

Ｃ 緊急輸送用岸壁と作業船団の必要数量の設定

（津波警報・注意報解除）
背
後
の
道
路
啓
開
作
業

く
し
の
歯
作
戦港

湾
施
設
の

応
急
処
置

港
湾
区
域
内
の

航
路
の
啓
開
作
業

Ｂ 被害状況調査
・実施計画の設定
・災害協定団体への支援要請
・作業許可申請・届出
・被害状況調査
・被害状況のとりまとめ

大規模災害発生
Ａ 広域連携体制の構築
・初動
・伊勢湾BCPの発動
・広域連携体制の立ち上げ
・被害状況調査と航路啓開の作業体制の構築

広
域
連
携
体
制
の
行
動
計
画

初
動

以降

「南海トラフ地震に関する情報」(臨時)、台風情報等の発表

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

【
】

（
）

【訓練項目】

①広域連携体制の構築

・
方
針
決
定
等
に
必
要
な
情
報
の
収
集
・
共
有

教育・訓練の概要
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◆訓練の実施方法
・訓練参加者は、各機関の事務所から訓練に参加

・訓練での情報伝達は、電子メール及び防災情報サブシステムを使用

・訓練の進行管理は、Web会議システムを使用

訓練会場 参加者 使用ツール 訓練の進行管理手段

港湾空港部 港湾空港部 港湾空港部PC

Web会議システム

直轄事務所 直轄事務所 直轄事務所PC

構成員
各事務所

第四管区海上保安本部
中部運輸局
港湾管理者
災害協定団体
中部地方整備局防災室・河川部・道路部

構成員PC

※アドバイザー

Web会議システムによる訓練の進行管理イメージ

教育・訓練の概要

整備局 構成員各事務所

直轄事務所訓練事務局港湾空港部
各構成員

映像・音声
配信

カメラ

集音用マイク

港湾空港部ＰＣ 構成員ＰＣ進行管理用ＰＣ
質問

訓練参加者 訓練評価者

訓練の実施状況を確認
所定の様式に記載

※アドバイザー

訓練評価者 訓練参加者
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教育・訓練の実施結果

◆参加機関による自己評価
・訓練では、各機関が実施すべき手順を概ね実施できたと評価。

・「優先順位の決定に必要な情報の伝達」など一部の手順を実施できなかったと評価。

◆参加者の意見と対応案
主な意見等 対応案

各
種
ツ
ー
ル
の
活
用
等

・防災情報サブシステム、アクションカード等の使い方

がわからない
・防災情報サブシステム、アクションカード等を用いた

訓練を継続的に実施する

・インターネットが使用できる状況であれば、電子メール

で伝達する情報も全て防災情報サブシステム内で情報

の登録と共有ができないか

・防災情報サブシステムを最大限活用するなど効率的

な情報伝達・共有方法を再整理する

・ただし、連絡体制表の更新（第一報）は、全構成員に

対して確実に伝達するため電子メール等を使用する

・スマートフォンで防災情報サブシステムを利用したい

・防災情報サブシステム登録情報の全表示及び整理

・防災情報サブシステムの不具合の解消を

（ログイン中にエラーが発生）

・防災情報サブシステム情報共有機能等の改善を図

る

・浮遊物情報図の作成を効率化できないか
・防災情報サブシステム地図表示機能の活用も含め

た浮遊物情報図のデジタル化を図る

訓
練
方
法
等

・訓練内容や実施方法を十分理解できていない
・訓練内容の丁寧な説明など訓練実施方法を改善する

・メールと防災情報サブシステムの使い分けなど情報

伝達・共有方法を再整理する

・訓練の進捗状況が見えない
・訓練の見える化を図る（チャットの利用や音声での進

捗状況の共有等） 26
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訓練の実施状況の共有 ・訓練中、何をやっているのか動きが見えなかった。

情報伝達訓練の実施方法 ・メールによる情報伝達訓練は、別途日を定めて実施しても良いのではないか。

写真の位置情報の活用 ・スマートフォンで撮影した写真には位置情報があり、活用すべき。

本省への訓練結果の報告
・防災情報サブシステムの全国展開の話がある。訓練結果や意見等を上げること
が、全国版システムの使いやすさに繋がる。

教育・訓練の実施結果（アドバイザーからの講評）

◆名古屋大学教授

◆京都大学客員教授
訓練の見せ方の工夫

・訓練そのものは、こなれているが、訓練の見せ方には、改善の余地がある。登録
された情報を確認しても良いのではないか。

中部地整主体の手順の習熟
・伊勢湾BCPでは、中部地整が主体の活動になる。地整自体が訓練をこなしてい
くことが重要。

教育・訓練の継続的実施 ・人事異動により組織も変化する。教育・訓練を継続的に実施する必要がある。

アクションカードのカスタマイズ ・各機関の活動に違いがある。各機関でカードをカスタマイズして頂きたい。

情報共有方法の検討
・情報を一度に共有できる防災情報サブシステム等のシステムを活用すべき。SNS
サービスの活用も再度検討頂きたい。

防災情報サブシステムの改
善

・今回、防災情報サブシステムでトラブルが発生したが、訓練で分かることもある。
改善頂きたい。

チャット機能の活用 ・WEB会議では、意見等をチャットに打ち込めば、密度の高い議論ができる。
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参考：防災情報サブシステム

■中部地方整備局トップ画面 ■データ共有機能画面

・昨年度、伊勢湾BCP協議会において、情報伝達・共有のツールとして使用してきた「防災情報プラットフォー
ム」は、令和6年4月に「防災情報サブシステム（全国版）」に統合

・プラットフォームと同様、中部地方整備局と関係機関が被害情報等のデータを共有できる
・データ登録時に関係機関の組織単位で閲覧制限を設定できる
・中部地方整備局から関係機関に対して掲示板による情報を発信できる

・関係機関との名簿をオンライン上で管理できる
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2-3．各種課題への対応
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実施項目 主な実施内容

①アクションカードの作
成・改定

・「広域連携体制の構築」を改定、「被害状況調査」を作成し、訓練で試行
・各機関でカードをカスタマイズ

②防災情報サブシステ
ムの活用方法の検討

・効率的に情報共有を行うための活用方法を検討し、訓練で試行

③浮遊物情報図の利
用方法の検討

・被害情報の共有時における図の利用方法を検討し、訓練で試行

④航路啓開作業体制
に係わる課題の整理

・災害協定団体へのヒアリングにより各港の会員企業の配置状況、保有
資機材、災害協定の締結状況を確認

・航路啓開作業を行う上での課題を整理

⑤伊勢湾ＢＣＰの推進
課題の整理

・推進課題の進捗状況を確認し、今後検討すべき課題を整理

各種課題への対応
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□優先順位の決定に必要な情報の伝達 （３時間以内）

港湾空港部伝達・調整先

・優先順位の決定に必要な以下の調査項目に係る情報（写真［場所、時間
等含む］、被災状況等）を各機関の災害対策本部、関係者、各種報道等
から入手し、可能な範囲で港湾空港部に電子メール等で伝達してください。

・情報の伝達には、防災情報サブシステムを使用してください。
防災情報サブシステムのアドレス
https://www.cyber-port.mlit.go.jp/KowanBosai/Home/Login

・防災情報サブシステムが使用できない場合は、電子メール等の通信手段
を使用してください。

【調査内容】

実施内容

伊勢湾ＢＣＰアクションカード 港湾管理者版 【広域連携体制の構築】

情報収集

A3④-1

調査項目区分

・港湾背後地域の被災状況
被害

課題①アクションカードの作成・改定

◆「広域連携体制の構築」カードの改定

・前年度作成した各
機関のカードに防災
情報サブシステム
の活用等の追記な
ど改定案を作成

・訓練結果等を踏ま
え改定案を提案

伊勢湾ＢＣＰアクションカード 港湾管理者版 【広域連携体制の構築】 総括表

アクションカードNo.手順番号
□伊勢湾BCPの発動の確認A2②-1□伊勢湾BCPの発動A2②
□港湾空港部窓口の確認A3②-1

□伊勢湾BCP協議会構成機
関の担当窓口設置

A3② □伊勢湾BCPの担当窓口の設置A3②-2
□港湾空港部への担当窓口、通信手段の連絡A3②-3
□優先順位の決定に必要な情報の伝達A3④-1□情報収集A3④

□協議会連絡体制表の更新版の確認A3⑧-1
□協議会連絡体制表の更新と

共有
A3⑧

総
括
表

カ
ー
ド

アクションカードの改定例



3232

課題①アクションカードの作成・改定

◆「被害状況調査」カードの作成

・各機関が被害状況
調査で使用するカー
ド案を作成

・訓練結果等を踏ま
え改訂案を提案

□被害状況調査結果のとりまとめと共有・公表（48時間以内）

作業部会の構成機関(広域連携体制構成機関、災害協定団体、中部地方
整備局防災室・河川部・道路部)

伝達・調整先

・直轄事務所、第四管区海上保安本部、港湾管理者及び災害協定団体会
員企業から報告された被害状況調査の結果を「港湾施設災害報告様式」
及び「浮遊物情報図」にとりまとめ、防災情報サブシステムに登録して作
業部会構成機関で共有してください。

・防災情報サブシステムが使用できない場合は、メール等の使用可能な情
報伝達手段を使用してください。

※防災情報サブシステムのアドレス
https://chubu.kouwan-bousai-cdit.jp/KowanBosai/Home/Login

※港湾区域内については、耐震強化岸壁とエネルギー関連施設に接続するルート
上の施設を優先してとりまとめてください。

実施内容

伊勢湾ＢＣＰアクションカード 港湾空港部版 【被害状況調査】

被害状況のとりまとめ（共有・公表）

B5-1

伊勢湾ＢＣＰアクションカード 港湾空港部版 【被害状況調査】 総括表

アクションカードNo.手順番号
□優先順位の決定に必要な情報の収集B1①-1□情報収集B1①
□被害状況調査の実施計画の検討B1②-1□実施計画の設定B1②
□災害協定団体に被害状況調査への支援を要請B2①-1□災害協定団体への支援要請B2①
□被害状況調査を支援する災害協定団体の会員企

業の配置の検討
B2③-1

□災害協定団体の会員企の
配置検討

B2③

□事前報告様式の提出B3①-1□事前報告B3①
□被害状況調査結果のとりまとめと共有B5-1□被害状況のとりまとめB5

総
括
表

カ
ー
ド

アクションカードの作成例
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被害情報等の伝達・共有は、効率性を考慮して、防災情報サブシステムを活用※1

伊勢湾BCPの発動、連絡体制表の更新（第一報）は、全構成員に対して確実に伝達するため電子メール等※2

を使用（港湾空港部は構成員から電子メール等で連絡があった担当窓口の情報を連絡体制表に反映する）
特定機関への連絡等は、電子メール等を使用

課題②防災情報サブシステムの活用方法の検討

◆伊勢湾BCPにおける情報伝達・共有方法（案）

※1 防災情報サブシステムが使用できない場合、電子メール等を使用する、※2 優先順位は①メール、②FAX、③電話（固定、携帯、衛星携帯）とする
※3 ●使用システム ○使用様式等

伝達・共有する情報
情報の伝達・共有に使用するツール※3

改定前 改定後

各機関の連絡先情報
●電子メール等
○連絡体制表

●電子メール等

●防災情報サブシステム（情報共有機能）
○連絡体制表

被害状況な
ど優先順位
の決定に必
要な情報

陸域（岸壁、ヤード、
臨港道路等）

●電子メール等
○港湾施設災害報告様式
○港湾計画図、海図

●防災情報サブシステム（地図表示機能）
○港湾施設災害報告様式

海域（港湾区域、
緊急確保航路等）

●防災情報サブシステム（情報共有機能）
○港湾施設災害報告様式

○浮遊物情報図

作業船など資機材情報
●電子メール等
○資機材調達の報告様式

●防災情報サブシステム（情報共有機能）
○資機材調達の報告様式

特定機関への伝達情報 ●電子メール等 ●電子メール等
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課題③浮遊物情報図の利用方法の検討

◆浮遊物情報図を使用した訓練実施
・被害状況調査結果の報告及びとりまとめで浮
遊物情報図を使用

・浮遊物の移動を考慮した時間情報が必要
（右図参照）

◆浮遊物情報図の利用方法（案）
・報告する情報は、浮遊物の位置、種類、日
時、情報源

・その他海域（港湾区域、緊急確保航路等）で
の情報共有にも活用

・確認できた情報は、随時報告、更新する

◆今後の課題
・図作成の効率化に対する意見があり、防災
情報サブシステム地図表示機能の活用も含
めた図作成のデジタル化が望まれる

33
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会員企業の配置、保
有船の状況

・伊勢湾内各港に作業船を保有する会員企業が存在し、名古屋港を拠点とする企業
が多い

・伊勢湾内で保有する起重機船など揚収作業を担う作業船は97隻
※各社の作業船数には、協力会社所有船を含む場合がある

情報伝達・共有の実
施体制等

・航路啓開を担う５団体は、緊急時連絡体制を構築済み、港湾毎に幹事会社を設定し、
会員企業の連絡先（電子メール、携帯電話等）を共有
※日本埋立浚渫協会、中部港湾空港建設協会連合会、海上起重技術協会、全国浚渫業協会、日本潜水協会

・深浅測量を担う団体も同様に体制を構築 ※海洋調査協会

・MCA無線による通信訓練を月１回作業船で実施（在港状況を確認）

港湾管理者等との災
害協定の締結状況

・愛知県と災害協定を締結（愛知県港湾空港建設協会、海洋調査協会）

課題④航路啓開作業体制に係わる課題の整理

◆災害協定団体へのヒアリング結果等

航路啓開を担う団体
・作業要請が国と港湾管理者の双方からあった場合、対応に苦慮する
・作業船乗員（オペレーター）の所在確認も必要
・災害時でも燃料油の補給が迅速にできれば問題はない

深浅測量を担う団体
・管内では深浅測量機器（ナローマルチビーム：4社10台）が限定
・災害時に移動手段、調査用船の確保が必要

◆航路啓開作業を行う上での課題等
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区 分 伊勢湾BCPに掲載している推進課題（現行） 令和５年度現在の対応状況等
広域連携体制の
設置

通信断絶時の初動体制の確保 検討済み：衛星電話がある直轄事務所等を情報伝達の拠点とする（令和
3年度第6回協議会）

情報伝達訓練の実施 実施済み（今後も継続的に実施）
関係機関へのリエゾン派遣の検討 手順書（案）に反映済み
通信手段の洗い出しを行い、衛星電話等の災害時につな
がりやすい通信手段の確保（各機関）

協議会連絡体制表を作成済み（定期的に更新を実施）

報告様式の作成 手順書（案）参考資料等に掲載済み
手順書の作成 手順書（案）を作成済み

優先順位の設定
手順

国・自治体の災害対策本部の役割の確認（指揮命令系統、
情報伝達ルート確認）

※個別対応を予定（港湾空港部、港湾管理者、自治体）

臨港道路、緊急輸送路の図面整理（道路名称、管理者、
連絡先）

伊勢湾BCPに図掲載済み（道路名称、管理者等の連絡先は未記載）

施設点検診断カルテの活用方法の整理 ※個別対応を予定（施設点検診断カルテとは、中部地整港湾空港部が開
発運用しているシステム）

通信断絶時の関係機関からの情報入手（災害時には、参
集できないことを想定）

検討済み：衛星電話がある直轄事務所等を情報伝達の拠点とする（令和
3年度第6回協議会）、リエゾン派遣

手順書の作成 手順書（案）を作成済み
資機材の調達手
順

国と港湾管理者による燃料調達の支援の検討（災害協定
団体を支援）

検討済み：災害時における作業船への燃料供給方法等を整理（令和4年
度第7回協議会）

既存の作業船情報について活用方法を検討 検討中：リアルタイム漂流監視システムの活用を含めた検討を実施予定
（平成30年度第7回作業部会）

手順書の作成 手順書（案）を作成済み
航路啓開 中部地方整備局内部の役割分担の確認（中部地方整備

局、港湾管理者のマニュアルへの反映）
※個別対応を予定（港湾空港部、直轄事務所、港湾管理者）

港内航路啓開の費用負担と直轄災での負担範囲 ※個別対応を予定（港湾空港部、直轄事務所、港湾管理者）
「伊勢湾の緊急確保航路啓開活動手順」暫定版の改定 手順書（案）を作成済み
浮遊物情報図フォーマット（グリッド図）の作成（第四管区
海上保安本部、港湾管理者、中部地方整備局）

浮遊物情報図を作成済み

課題⑤伊勢湾ＢＣＰの推進課題の整理

個別対応を予定

実施済み

◆推進課題の進捗状況（その1）

35
※個別対応を予定とは、「該当団体に全て一任する」という意味ではなく、作業部会の全構成員を交えて議論する必要はないため、「中部地方整備局
港湾空港部と該当団体とで個別に検討を進める」もの
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課題⑤伊勢湾ＢＣＰの推進課題の整理

区 分 伊勢湾BCPに掲載している推進課題（現行） 令和５年度現在の対応状況等

航路啓開 入手可能な浮遊物情報のリストアップと入手方法の
整理

検討済み：浮遊物情報図を作成（令和5年度第8回協議会）

揚収物の仮置・保管 がれき仮置き場、処理までの手続きの確認 ※個別対応を予定（港湾空港部、直轄事務所、港湾管理者、災害協定団体）
伊勢湾全体での揚収物の仮置き場確保の検討 検討済み：港湾管理者に揚収物仮置き場候補地を聞き取り、位置図と

チェックリストを作成（令和5年度第8回協議会）

緊急物資輸送体制の
確保

緊急物資民間企業協定の対応（田原市－トヨタ自動
車㈱、半田市－ＪＦＥスチール㈱）

※個別対応を予定（港湾空港部、港湾管理者、民間企業）

燃料油輸送体制の確
保、電力･都市ガス輸
送体制の確保

行政と専用桟橋所有企業（石油、電気、ガス）の航路
啓開に係る費用負担

※個別対応を予定（港湾空港部、直轄事務所、港湾管理者、エネルギー
事業者）

港湾物流機能に関わ
る関係者間の情報共
有

中部地方整備局と第四管区海上保安本部、中部運
輸局、港湾管理者による情報発信の内容と体制の
協議

検討済み、伊勢湾BCPに反映：機能回復情報の発信方法と体制を整理
（令和3年度第6回協議会）

伊勢湾ＢＣＰの運用 各関係機関のリーダー、実務者の育成 各構成員が個別に実施する（全構成員）
災害時の状況に応じた図上訓練・実働訓練の実施 継続実施中

教育プログラムの検討および実施 訓練など作業部会への参加により継続実施中

新技術に関する情報共有・開発（浮遊物把握、作業
船動静把握等）

検討済みであるが継続課題：協議会等にて必要に応じて実施

伊勢湾BCPの改定内容は、協議会構成機関のBCP
へ反映してもらうように調整

検討済みであるが継続課題：協議会等にて必要に応じて反映を依頼

必要資源（人員・資機材・ライフライン・情報）と資源
が不足する時の対応策の検討

検討済みであるが継続課題：伊勢湾BCP、手順書（案）に資機材が不足
する場合の対応を明記、手順書（案）参考資料に必要な作業船団数の目
安を記載

個別対応を予定

実施済み

◆推進課題の進捗状況（その2）

※個別対応を予定とは、「該当団体に全て一任する」という意味ではなく、作業部会の全構成員を交えて議論する必要はないため、「中部地方整備局
港湾空港部と該当団体とで個別に検討を進める」もの
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課題⑤伊勢湾ＢＣＰの推進課題の整理

区 分 伊勢湾BCPにおける推進課題 備考

優先順位の設定手順 初動における情報収集体制の共有
（新たな機器（ドローン、衛星画像等）を用いた方法の検討等）

継続課題

資機材の調達手順 現在の作業船情報についての更なる活用方法の検討
（リアルタイム漂流監視システム等の新たな手法の活用を含めた検討等）

継続課題

作業船のAIS情報による動静把握手法の検討 港湾空港部追加
航路啓開 各港における作業船係留場所の確保（被災の可能性が少ない場所等） 港湾空港部追加

各港における作業船係留時の曳船の確保（災害時協定の締結等） 港湾空港部追加
各港における作業船の燃料油の確保（災害時協定の締結等） 構成員意見
海上調査用船舶の確保
（ナローマルチビームが搭載されていない官庁船の活用等）

構成員意見

各港における作業船乗員（オペレータ及び作業員）の確保 構成員意見 ※
伊勢湾外からのナローマルチビームの調達 構成員意見 ※
災害協定団体の現地移動における「緊急車両通行証」の事前手配 構成員意見 ※
災害協定団体の作業員（海・陸）の宿泊場所の確保 構成員意見 ※

揚収物の仮置・保管 揚収物の分類及び陸揚げ場所の確認
（水域での分別、水域での一時囲み保管等を行うためのスペース確保の検討等）

港湾空港部追加

緊急物資輸送体制の確保 道路啓開との連携及び連絡体制を含めた総合啓開の検討 継続課題
伊勢湾ＢＣＰの運用 災害状況に応じた図上訓練・実働訓練の実施 継続課題

防災担当者による教育プログラムの検討及び教育の実施 継続課題
新技術に関する情報収集・共有（浮遊物把握、作業船動静把握等） 継続課題
伊勢湾BCPの改定内容を協議会構成機関のBCPへ反映（各港BCPとの連携強化） 継続課題
必要資源（人員・資機材・ライフライン・情報）が不足する際の対応策 継続課題

公表資料の検討 公表資料（記者発表）を行う際の記載内容
（公表資料のひな形の作成、公表の方法の検討等）

港湾空港部追加

情報伝達・共有 各種伝達情報・浮遊物情報図の共有方法の効率化
（防災情報サブシステムの改善と活用）

構成員意見

港湾法第55条３の３の手続き確認 港湾管理者が管理している水域施設についての権限代行の手続き行動 訓練課題

◆伊勢湾BCPの推進課題（改定案） 今後の伊勢湾BCPの推進課題に掲載する

※個別対応を予定、「該当団体に全て一任する」という意味ではなく、作業部会の全構成員を交えて議論する必要はないため、「中部地方整備局港
湾空港部と該当団体とで個別に検討を進める」もの
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課題⑤伊勢湾ＢＣＰの推進課題の整理

区 分 各構成員が個別に対応する課題（改定後） 対応する構成員 令和５年度現在の対応状況

優先順位の設定手順 国・自治体の災害対策本部の役割の確認（指揮命令
系統、情報伝達ルート確認）

港湾空港部
港湾管理者
自治体

個別対応を予定

施設点検診断カルテの活用方法の整理 港湾空港部 個別対応を予定（施設点検診断カルテとは、中部
地整港湾空港部が開発運用しているシステム）

航路啓開 中部地方整備局内部の役割分担の確認（中部地方
整備局、港湾管理者のマニュアルへの反映）

港湾空港部
直轄事務所
港湾管理者

個別対応を予定

港内航路啓開の費用負担と直轄災での負担範囲 港湾空港部
直轄事務所
港湾管理者

個別対応を予定

揚収物の仮置・保管 がれき仮置き場、処理までの手続きの確認 港湾空港部
直轄事務所
港湾管理者
災害協定団体

個別対応を予定

緊急物資輸送体制の
確保

緊急物資民間企業協定の対応（田原市－トヨタ自動
車㈱、半田市－ＪＦＥスチール㈱）

港湾空港部
港湾管理者
民間企業

個別対応を予定

燃料油輸送体制の確
保、電力･都市ガス輸
送体制の確保

行政と専用桟橋所有企業（石油、電気、ガス）の航路
啓開に係る費用負担

港湾空港部
直轄事務所
港湾管理者
エネルギー事業者

個別対応を予定

伊勢湾ＢＣＰの運用 各関係機関のリーダー、実務者の育成 全構成員 各構成員が個別に実施する

◆各構成員が個別に対応する課題 今後の伊勢湾BCPの推進課題には非掲載とする

※個別対応を予定とは、「該当団体に全て一任する」という意味ではなく、作業部会の全構成員を交えて議論する必要はないため、「中部地方整備局
港湾空港部と該当団体とで個別に検討を進める」もの
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３．伊勢湾ＢＣＰ等の改定
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手順書等の改定の概要

※上記以外の修正： 「一般社団法人港湾技術コンサルタンツ協会」が「一般社団法人港湾空港技術コンサルタンツ協会」に名称
を変更

改定の概要

伊勢湾ＢＣＰ ・推進課題を更新 （→前掲課題⑤参照）

航路啓開計画 ・緊急物資輸送を担う船舶の船型を更新

手順書(案)

・関係者間の情報伝達及び共有において、防災情報サブシステム、浮遊物情
報図の活用を明示

・防災情報サブシステムが使用できない場合は、メール等の使用可能な情報
伝達手段を使用することを明示

・既定の情報提供者に限らず、道路の状況など各機関が得た情報は、港湾空
港部に報告することを明示

・防災情報サブシステムの活用による被害状況調査結果の報告の流れを変更

・被害状況調査結果を作業部会の全構成員と共有

・港湾施設等の被害状況を早期に公表する

手順書(案)

参考資料

・浮遊物情報図を追加

・手順書の改定内容をメール様式に反映

アクションカード ・手順書の改定内容を反映
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航路啓開計画の改定：推進課題の更新

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

１-３ 航路啓開範囲（緊
急物資）①暫定水深・暫
定航路幅の根拠

4
・緊急物資輸送を担うことが想定される船舶（海
上保安庁巡視船）の船型を更新

第四管区海上保安本
部からの情報提供

改
定
前

参考資料５：ＵＡＶ（ドローン等）の飛行規制

改
定
後
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改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

A3④情報収集、A3⑧連絡
体制表の更新と共有 等

17、18等
・関係者間の情報伝達及び共有において「防災
情報サブシステム」の活用を明示

情報伝達及び共有の
効率化

※1 防災情報サブシステムが使用できない場合、電子メール等を使用する、※2 優先順位は①メール、②FAX、③電話（固定、携帯、衛星携帯）とする
※3 ●使用システム ○使用様式等

伝達・共有する情報
情報の伝達・共有に使用するツール※3

改定前 改定後

各機関の連絡先情報
●電子メール等
○連絡体制表

●電子メール等
●防災情報サブシステム（情報共有機能）
○連絡体制表

被害状況な
ど優先順位
の決定に必
要な情報

陸域（岸壁、ヤード、
臨港道路等） ●電子メール等

○港湾施設災害報告様式
○港湾計画図、海図

●防災情報サブシステム（地図表示機能）
○港湾施設災害報告様式

海域（港湾区域、
緊急確保航路等）

●防災情報サブシステム（情報共有機能）
○港湾施設災害報告様式
○浮遊物情報図

作業船など資機材情報
●電子メール等
○資機材調達の報告様式

●防災情報サブシステム（情報共有機能）
○資機材調達の報告様式

特定機関への伝達情報 ●電子メール等 ●電子メール等

被害情報等の伝達・共有は、効率性を考慮して、防災情報サブシステムを活用※1

伊勢湾BCPの発動、連絡体制表の更新（第一報）は、全構成員に対して確実に伝達するため電子メール等※2

を使用（港湾空港部は構成員から電子メール等で連絡があった担当窓口の情報を連絡体制表に反映する）
特定機関への連絡等は、電子メール等を使用

手順書の改定：防災情報サブシステムの活用
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用

手順 作業内容 実施機関 相手機関 使用するツール（案）※5

A2①伊勢湾BCP発動の判断のため
の情報収集

伊勢湾周辺の災害情報の
連絡

広域連携体制構成機関、
災害協定団体等

港湾空港部 電子メール等

A3①広域連携体制設置準備
伊勢湾BCP発動、港湾空港
部窓口等の連絡

港湾空港部 全機関 電子メール等

A3②各機関の窓口設置 担当窓口等の連絡 全機関 港湾空港部 電子メール等

A3④情報収集
優先順位の決定に必要な
情報の伝達

全機関 港湾空港部
防災情報サブシステム

A3⑧連絡体制表の更新と共有 連絡体制表の送信 港湾空港部 全機関 防災情報サブシステム※4

A3⑨⑩リエゾンの派遣・受入れ 派遣の協議・調整 港湾空港部
広域連携体制
構成機関

電子メール等

A4①②情報連絡員の派遣・受入れ 派遣の調整 災害協定団体 港湾空港部 電子メール等

A4③調達可能な資機材等の把握 資機材等の報告要請 港湾空港部 災害協定団体 電子メール等

A4④調達可能な資機材等の把握と
報告

資機材等の報告 災害協定団体 港湾空港部 防災情報サブシステム

※4 連絡体制表の更新は、初回（第一報）のみ電子メールを使用

※5 防災情報サブシステムが使用できない場合、電子メール等を使用
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※5 防災情報サブシステムが使用できない場合、電子メール等を使用する、※6 電子メール等を使用する場合は、直轄事務所が港湾単位で調査

結果をまとめて港湾空港部に報告

手順 作業内容 実施機関 相手機関 使用するツール（案）※5

B1①情報収集
優先順位の決定に必要な情
報の伝達

全機関 港湾空港部 防災情報サブシステム

B1②実施計画の設定
被害状況調査の実施計画の
検討・調整

直轄事務所、港湾管理者
港湾空港部 電子メール等

B2①災害協定団体への支援要請 被害状況調査の支援要請 港湾空港部 災害協定団体 電子メール等

B2②会員企業等の手配 対応可能な企業の回答 災害協定団体 港湾空港部 電子メール等

B2③会員企業の配置検討 会員企業の配置決定 港湾空港部 港湾管理者等 電子メール等

B2④会員企業への出動要請 会員企業への出動要請 直轄事務所、港湾管理者 会員企業 電子メール等

B2⑤出動要請の受理（会員企業） 出動要請への回答 災害協定団体会員企業 港湾管理者等 電子メール等

B3①事前報告（被害状況調査の作
業内容等の報告）

事前報告様式の提出
港湾空港部、港湾管理者 第四管区海上

保安本部
電子メール等

B3②事前確認（被害状況調査の作
業内容等の確認）

作業内容等の確認結果の通
知

第四管区海上保安本部
港湾管理者等

電子メール等

B3③事前確認結果の共有 確認結果の伝達 直轄事務所、港湾管理者 会員企業 電子メール等

B3④作業許可申請・届出 作業許可申請又は届出
直轄事務所、港湾管理者、
会員企業

第四管区海上
保安本部

電子メール等

B3⑤申請・届出受理、作業許可 作業許可 第四管区海上保安本部 会員企業等 電子メール等

B4①災害協定団体会員企業の出動

被害状況調査結果の報告

災害協定団体会員企業

港湾空港部
防災情報サブシステム※6

B4②③④被害状況調査
直轄事務所、第四管区海
上保安本部、港湾管理者

B4⑤被害状況調査 エネルギー関連団体 電子メール等

B５被害状況のとりまとめ（共有・公表） 被害状況調査結果の共有・公表 港湾空港部 全機関 防災情報サブシステム

手順書の改定：防災情報サブシステムの活用
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等 改定前

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

活動フロー 9

・防災情報サブシステムの活用による被害状況調査結
果の報告の流れを変更

・被害状況調査結果の共有（作業部会構成機関）と公表
を明示

情報伝達及び共有の効率化、
港湾関係者と港湾利用者へ
の速やかな情報提供により
港湾機能の早期回復を図る

46
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等

※被害状況調査結果の共有（作業
部会構成機関）と公表を追記

※防災情報サブシステム
の活用による調査結
果報告の流れを変更

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

活動フロー 9

・防災情報サブシステムの活用による被害状況調査結
果の報告の流れを変更

・被害状況調査結果の共有（作業部会構成機関）と公表
を追記

情報伝達及び共有の効率化、
港湾関係者と港湾利用者へ
の速やかな情報提供により
港湾機能の早期回復を図る

改定後

47
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

A3④情報収集 17
・防災情報サブシステム、浮遊物情報図の活
用、港湾施設等の被害状況の公表を明示等

情報伝達及び共有の効
率化、港湾利用者への
速やかな情報提供

改定前

48
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

A3④情報収集 17
・防災情報サブシステム、浮遊物情報図の活
用、港湾施設等の被害状況の公表を明示等

情報伝達及び共有の効
率化、港湾利用者への
速やかな情報提供

改定後
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

A3⑧伊勢湾BCP協議会
連絡体制表の更新と共有

18 ・防災情報サブシステムの活用を明示
情報伝達及び共有の
効率化

改定前
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

A3⑧伊勢湾BCP協議会
連絡体制表の更新と共有

18 ・防災情報サブシステムの活用を明示
情報伝達及び共有の
効率化

改定後
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

A4④出動可能な会員企
業と調達可能な資機材の
把握と報告

21
・防災情報サブシステムの活用を明示
・作業船団等の情報を集約する災害協定団体に
日本潜水協会を追記

情報伝達及び共有の
効率化、災害協定団
体の記載漏れ

改定前
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

A4④出動可能な会員企
業と調達可能な資機材の
把握と報告

21
・防災情報サブシステムの活用を明示
・作業船団等の情報を集約する災害協定団体に
日本潜水協会を追記

情報伝達及び共有の
効率化、災害協定団
体の記載漏れ

改定後

53
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

B1①情報収集 22
・防災情報サブシステム、浮遊物情報図の活
用、港湾施設等の被害状況の公表を明示等

情報伝達及び共有の効
率化、港湾利用者への
速やかな情報提供

改定前
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

B1①情報収集 22
・防災情報サブシステム、浮遊物情報図の活
用、港湾施設等の被害状況の公表を明示等

情報伝達及び共有の効
率化、港湾利用者への
速やかな情報提供

改定後
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

B4①災害協定団体会員
企業の出動

30
・防災情報サブシステム、浮遊物情報図の活用
を明示

情報伝達及び共有の
効率化

改定前
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

B4①災害協定団体会員
企業の出動

30
・防災情報サブシステム、浮遊物情報図の活用
を明示

情報伝達及び共有の
効率化

改定後
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

B4②被害状況調査（中部
地方整備局港湾事務所）

30
・防災情報サブシステム、浮遊物情報図の活用
を明示

情報伝達及び共有の
効率化

改定前
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

B4②被害状況調査（中部
地方整備局港湾事務所）

30
・防災情報サブシステム、浮遊物情報図の活用
を明示

情報伝達及び共有の
効率化

改定後

59



6060

手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

B4③被害状況調査（第四
管区海上保安本部）

31
・防災情報サブシステム、浮遊物情報図の活用
を明示

情報伝達及び共有の
効率化

改定前
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

B4③被害状況調査（第四
管区海上保安本部）

31
・防災情報サブシステム、浮遊物情報図の活用
を明示

情報伝達及び共有の
効率化

改定後
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

B4④被害状況調査（港湾
管理者）

32
・防災情報サブシステム、浮遊物情報図の活用
を明示

情報伝達及び共有の
効率化

改定前
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

B4④被害状況調査（港湾
管理者）

32
・防災情報サブシステム、浮遊物情報図の活用
を明示

情報伝達及び共有の
効率化

改定後
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

B5被害状況のとりまとめ 33

・防災情報サブシステム、浮遊物情報図
の活用を明示

・被害状況調査結果の共有（作業部会構
成機関）と公表を明示

情報伝達及び共有の効率化、
港湾関係者と港湾利用者へ
の速やかな情報提供により
港湾機能の早期回復を図る

改定前
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手順書の改定：防災情報サブシステムの活用等

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

B5被害状況のとりまとめ 33

・防災情報サブシステム、浮遊物情報図
の活用を明示

・被害状況調査結果の共有（作業部会構
成機関）と公表を明示

情報伝達及び共有の効率化、
港湾関係者と港湾利用者へ
の速やかな情報提供により
港湾機能の早期回復を図る

改定後
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改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

参考資料
11

41-42
・浮遊物情報図
イメージの追加

関係者間で浮遊
物情報を共有す
るため

手順書参考資料の改定：浮遊物情報図の追加 改定後
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手順書参考資料の改定：メール様式の更新(例)

メール様式【手順A3①】

□広域連携体制準備（港湾空港部→協議会構成機関）メール様式

メール発信者：○○○○
送信日時：2020年○月○日 **時**分
送信先：○○○○
件名：【伊勢湾BCP】手順A3①［伊勢湾BCP事務局］伊勢湾BCPの発動の連絡と連絡窓口の確認
内容：
伊勢湾BCP協議会構成機関各位
・私は中部地整 港湾空港部 伊勢湾BCP事務局 総合対策班の◯◯です。
・本日、 ◯月◯日◯時に伊勢湾沿岸にて震度◯を記録する地震が発生し、
大津波警報が発令されたたことから、伊勢湾BCPが発動しました。
・港湾空港部の窓口は◯◯と○○です。
・連絡先は、E-mail:****@mlit.go.jp
FAX:052-209-6334
ワイドスターⅡ:
TEL:052-209-6328
・協議会構成機関各員は伊勢湾BCPの連絡窓口の担当者の氏名と
利用可能な連絡先（メールアドレス、FAX番号等）を下記の様式に入力の上、返信をお願いします。
・中部地整港湾BCPポータルサイトより情報を発信するため、当該サイトの確認をお願いします。
（http://www.pa.cbr.mlit.go.jp/bcp_portal/index.html）
◯機関名称：[                            ]
◯連絡窓口担当者：[ 所属： 氏名： ]
◯通信可能な手段[□メール、□FAX、□電話等] ※通信可能な手段をチェックまたは通信不可の手段を削除
◯連絡先は、E-mail:****@****. **.jp、FAX:***-***-***、TEL:***-***-***

以上

様式No.A3①-1

・件名に発信機関名称を明記

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

参考資料16：様式集 45- ・防災情報サブシステムなど各種ツールの活用を明示 手順書の改定

改定前
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手順書参考資料の改定：メール様式の更新(例)

メール様式【手順A3①】

□広域連携体制準備（港湾空港部→協議会構成機関）メール様式

メール発信者：○○○○
送信日時：2020年○月○日 **時**分
送信先：○○○○
件名：【伊勢湾BCP】手順A3①［伊勢湾BCP事務局］伊勢湾BCPの発動の連絡と連絡窓口の確認
内容：
伊勢湾BCP協議会構成機関各位
・私は中部地整 港湾空港部 伊勢湾BCP事務局 総合対策班の◯◯です。
・本日、 ◯月◯日◯時に伊勢湾沿岸にて震度◯を記録する地震が発生し、
大津波警報が発令されたたことから、伊勢湾BCPが発動しました。
・港湾空港部の窓口は◯◯と○○です。
・通信可能な手段は、[□メール、 □ FAX、 □衛星電話、 □固定電話]です。
・連絡先は、E-mail:****@mlit.go.jp、FAX:052-209-6334、ワイドスターⅡ:090-3023-8152、
TEL:052-209-6328
・協議会構成機関各員は伊勢湾BCPの連絡窓口の担当者の氏名と
通信可能な連絡先（メールアドレス、FAX番号等）を下記の様式に入力の上、返信をお願いします。
・中部地域港湾BCPポータルサイトにより港湾利用者に港湾機能回復情報等を発信するため、当該サイトの
確認をお願いします。（http://www.pa.cbr.mlit.go.jp/bcp_portal/index.html）
・防災情報サブシステムにより関係者間の情報共有を行うため、当該サイトの確認をお願いします。
（https://www.cyber-port.mlit.go.jp/KowanBosai/Home/Login）
・防災情報サブシステムが使用できない場合は、メール等の使用可能な情報伝達手段を使用します。
◯機関名称：[                            ]
◯連絡窓口担当者：[ 所属： 氏名： ]
◯通信可能な手段[□メール、□FAX、□電話等] ※通信可能な手段をチェックまたは通信不可の手段を削除
◯連絡先は、E-mail:****@****. **.jp、FAX:***-***-***、TEL:***-***-*** 以上

様式No.A3①-1

・件名に発信機関名称を明記

・通信可能な手段をチェックまたは
通信不可の手段を削除

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

参考資料16：様式集 45- ・防災情報サブシステムなど各種ツールの活用を明示 手順書の改定

改定後
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アクションカードの改定：手順書改定内容の反映(例)

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

港湾空港部版B5-1 25
・被害状況調査結果のとりまとめ様式の整理、
早期公表

手順書の改定

□被害状況調査結果のとりまとめと共有（48時間以内）

作業部会構成機関(広域連携体制構成機関、災害協定団体、中部地方整
備局防災室・河川部・道路部)

伝達・調整先

・直轄事務所、第四管区海上保安本部、港湾管理者及び災害協定団体会
員企業から報告された被害状況調査の結果を「港湾施設災害報告様式」、
「優先順位検討表」、「優先順位検討図」及び「浮遊物情報図」に取りまと
め、防災情報プラットフォーム（PF）に登録して作業部会構成機関で共有
してください。

PFのアドレス
https://chubu.kouwan-bousai-cdit.jp/KowanBosai/Home/Login

・新しい被害状況調査の結果が伝達された場合、随時更新してください。
・被害状況調査結果以外の優先順位の決定に必要な情報が新たにPFに
登録された場合、その情報を「優先順位検討表」と「優先順位検討図」に
加えてください。

・港湾区域内については、耐震強化岸壁とエネルギー関連施設に接続する
ルート上の施設を優先してとりまとめてください。

実施内容

・データ保存場所：¥¥〇〇sv¥△△資料¥■■関係¥【連絡先】伊勢湾BCP
協議会

備考

伊勢湾ＢＣＰアクションカード 港湾空港部版 【被害状況調査】

被害状況のとりまとめ

B5-1

改定前
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アクションカードの改定：手順書改定内容の反映(例)

改定箇所 ページ 改定内容 改定理由

港湾空港部版B5-1 25
・被害状況調査結果のとりまとめ様式の整理、
早期公表

手順書の改定

□被害状況調査結果のとりまとめと共有・公表（48時間以内）

作業部会の構成機関(広域連携体制構成機関、災害協定団体、中部地方
整備局防災室・河川部・道路部)

伝達・調整先

・直轄事務所、第四管区海上保安本部、港湾管理者及び災害協定団体会
員企業から報告された被害状況調査の結果を「港湾施設災害報告様式」
及び「浮遊物情報図」にとりまとめ、防災情報サブシステムに登録して作
業部会構成機関で共有してください。

・防災情報サブシステムが使用できない場合は、メール等の使用可能な情
報伝達手段を使用してください。

※防災情報サブシステムのアドレス
https://chubu.kouwan-bousai-cdit.jp/KowanBosai/Home/Login

※港湾区域内については、耐震強化岸壁とエネルギー関連施設に接続するルート
上の施設を優先してとりまとめてください。

※収集した情報を「優先順位検討表」、「優先順位検討図」にとりまとめ、被害状況調
査結果以外の優先順位の決定に必要な情報が新たに防災情報サブシステムに登
録された場合は、更新してください。

・新しい被害状況調査の結果が伝達された場合、随時更新してください。
・緊急確保航路、開発保全航路及び各港湾（水域）等の被害状況を、第四
管区海上保安本部、港湾管理者と連名で公表してください。

実施内容

・データ保存場所：¥¥〇〇sv¥△△資料¥■■関係¥【連絡先】伊勢湾BCP
協議会

備考

伊勢湾ＢＣＰアクションカード 港湾空港部版 【被害状況調査】

被害状況のとりまとめ（共有・公表）

B5-1

※被害状況調査結果の
共有（作業部会構成
機関）と公表を追記

改定後
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４．各港ＢＣＰとの連携
※各港ＢＣＰでの「伊勢湾における広域連携」の記載状況
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令和４年度

検討内容
・各港ＢＣＰとの連携向上を図るため、各港ＢＣＰ本編に記載いただきたい広域連携
に係わる事項（伊勢湾ＢＣＰの概要）を整理

◆伊勢湾BCPと各港BCPの連携向上方策（案）
○各港BCP本編に「広域連携の必要性」、「伊勢湾BCPと各港BCPとの連携体制」等を掲載すること

で各港BCPとの連携向上を図る

○伊勢湾BCPと各港BCPが連携する上での重要事項

・広域災害発生時には伊勢湾BCPが発動し、広域連携体制（国、港湾管理者）を構築

・広域連携体制では「優先啓開港・航路啓開方針の設定」 、「作業船団等の調達・配置」等の協議、

  調整を行う

・各港BCPの関係者は、広域連携体制での決定事項を優先して実施

・各港では、緊急確保航路等の啓開箇所に接続する港内航路を啓開

◆伊勢湾BCPと各港BCPの連携に係る課題
○各港BCPにおいて伊勢湾BCP（広域連携）に係る記載が十分で無く、その位置付けが不明確

○各港BCPの関係者に伊勢湾BCPの内容が十分浸透していない可能性がある

各港ＢＣＰとの連携
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各港ＢＣＰとの連携

3. 伊勢湾における広域連携
(1)広域連携の必要性及び伊勢湾BCPの策定

災害時には、伊勢湾各港の港湾機能継続計画（以
下、「港湾BCP」という。）に従い、港湾機能の回復がな
されるが、被害が広域に及ぶ大規模災害時には、港
湾単独では災害対応に限界がある。社会が混乱する
中で、広域の関係者が様々な情報を共有して、限られ
た資機材・人材を配置するなど、伊勢湾全体として、災
害対応に当たる必要がある。そのため、伊勢湾では、
伊勢湾内の広域連携により資機材・人材を確保し、航
路啓開・港湾施設等の応急復旧により緊急支援物資
を受け入れるなど、港湾物流機能の早期回復の実現
を目的として、「伊勢湾港湾機能継続計画（以下、「伊
勢湾BCP」という。）が策定されている。大規模災害の
発生時には、各港の港湾BCPと伊勢湾BCPが連携し
て、災害対応に当たることが重要である。

伊勢湾における港湾機能継続のための広域のイメージ

◆各港BCPへの「伊勢湾における広域連携」の掲載(案)

ポイント
大規模災害時には、各港の港湾BCPと伊勢湾
BCPが連携して、災害対応に当たる。
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(2)伊勢湾BCPと各港BCPとの連携体制

伊勢湾BCPの「発動基準（下図）」に該当する場合は、
国・港湾管理者等は、「広域連携体制」を構築すること
としている。

広域連携体制では、港湾施設等の被災状況、啓開作
業のための資機材・人材の調達状況、岸壁等の応急
復旧状況や道路等の啓開状況を考慮し、優先して啓
開作業等を実施する港湾施設を設定することとなる。

航路啓開については、緊急確保航路及び開発保全
航路の啓開を担う国と港湾区域内の啓開を担う港湾管
理者が連携して実施することになるが、限られた資機
材・人材を効率的に配置し、伊勢湾全体で災害対応に
当たる必要がある。

各港ＢＣＰとの連携

◆各港BCPへの「伊勢湾における広域連携」の掲載(案)

ポイント
広域連携体制にて、伊勢湾全体で限られた資機
材・人材を効率的に配置し、啓開作業に当たる。

名古屋港
管理組合

第四管区
海上保安本部 中部運輸局

中部地方整備局
港湾空港部

（総合調整役）

伊勢湾BCP協議会広域連携体制

応急復旧活動の役割を担う

道路管理者
（国・自治体）

防衛省
陸上自衛隊
第10師団

東海商工会議
所連合会

（一社）中部
経済連合会

石油連盟
及び会員企業

愛知県
(三河港・衣浦港)

四日市港
管理組合

連携

情
報
連
絡
要
員
を
派
遣

連携 連携

連携

物資輸送活動の役割を担う

財務省
名古屋税関

厚生労働省
名古屋検疫所

農林水産省
名古屋植物防疫所

伊勢湾三河湾
タグ協会

(一社)三重県
トラック協会
伊勢三河湾
水先区水先人会

東海内航海運
組合

東海港運協会

(一社)愛知県
トラック協会

日本貨物鉄道
(株)

名古屋臨海鉄道
(株)

名古屋臨海
高速鉄道(株)

（公社）伊勢湾
海難防止協会

全国内航タンカー
海運組合東海支部

中部沿海海運組合

東海北陸
旅客船協会

衣浦臨海鉄道
(株)

貿易手続き関連官庁

運輸・物流関連団体

農林水産省
動物検疫所

名古屋海運協会

法務省
名古屋入国管理局

電力・都市
ガス事業者

資
機
材
調
達
要
請

防衛省
海上自衛隊
横須賀地方
総監部 三重県

（津松阪港・
尾鷲港）

(一社)日本海上起重
技術協会中部支部

(一社)海洋調査
協会

(一社)日本埋立浚
渫協会中部支部

（一財）港湾空港
総合技術センター

中部港湾空港建設
協会連合会

全国浚渫業協会
東海支部

(一社)日本潜水協会
中部支部

(一社)港湾技術コン
サルタンツ協会

中部地方整備局
港湾空港部以外

■伊勢湾BCP協議会伊勢湾における広域連携体制の概念図

広域連携体制の構築

大規模災害発生

被害状況調査（防災ヘリ、みなとカメラ等遠隔点検）

資機材の調達

津波警報・注意報解除

被害状況調査（現地点検）

優先順位の設定

＜緊急確保航路等＞
・航路啓開の実施（測量、障害物除去）
・航路啓開後の利用水深の決定・公表

＜各港ＢＣＰ＞
・港湾区域の航路啓開
・港湾施設の応急復旧

各港への海上輸送ルートの確保

緊急物資輸送ルート確保の手順概要

・・・

・・・

伊勢湾における港湾機能継続のための広域イメージ

広域連携体制により情報を共有
し、限られた資機材の中で啓開
作業の優先順位を設定

国、港湾管理者が連携し、緊急
確保航路や各港の啓開にあたる

・

・
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各港ＢＣＰとの連携

◆各港BCPでの「伊勢湾における広域連携」の記載状況

港湾
記載
済み

記載
予定

各港BCPでの記載状況等（更新年月）

名古屋 ○ ・本編に記載予定（R6.7改訂予定）

三河 ○ ・港湾物流編 総則編に記載予定（R6.8改訂予定）

衣浦 ○ ・港湾物流編 総則編に記載予定（R6.8改訂予定）

四日市 ○ ・第１部共通事項にを記載済み（R5.10改訂）

津松阪 ○ ・本編に記載済み（R5.10改訂）

尾鷲 ○ ・本編に記載済み（R6.1改訂）

○各港ＢＣＰでは、「伊勢湾における広域連携」を記載済み、または今年度記載予定

出典：四日市港港湾機能継続計画概要版（四日市港ＢＣＰ協議会、R5.10改訂）

■各港ＢＣＰへの記載例：四日市港ＢＣＰ
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